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公調委令和５年（ゲ）第６号 八王子市における換気システム等からの騒音・振動

による健康被害原因裁定申請事件 

裁 定 

（当事者省略） 

主 文 

申請人らの本件裁定申請をいずれも棄却する。 

事 実 及 び 理 由  

第１ 当事者の求める裁定 

１ 申請人ら 

申請人らに日常的に生じている頭痛及び不眠症等の健康被害は、被申請人ら

が自宅に設置しているエコキュート、ロスガード、蓄電池、床暖房の室外機、

エアコン室外機、パワーコンディショナ及び太陽光パネル設備から発生してい

る低周波音及び高周波音等の騒音並びに振動によるものである。 

２ 被申請人ら 

本件申請を棄却する。 

第２ 事案の概要 

本件は、申請人らが、申請人らの自宅と隣接する被申請人らの自宅に設置さ

れている家庭用ヒートポンプ給湯器（以下「エコキュート」という。）、住宅

用熱交換型換気システム（以下「ロスガード」という。）、エアコン、床暖房

及び太陽光発電システム（以下、上記機器を全てまとめて「本件機器」という。）

から発生する低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動によって頭痛、不眠

症等の健康被害を受けたと主張して、本件機器から発生する低周波音及び騒音

並びに振動と申請人らの健康被害との間に因果関係がある旨の原因裁定を申

請する事案である。 

１ 前提事実 

以下の各事実は、当事者間に争いがないか掲記の各証拠及び審問の全趣旨に
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より容易に認められる。 

⑴  当事者 

ア  申請人ａ（昭和〇年生まれ）及び申請人ｂ（昭和△年生まれ）は、平成

ぶ

１８年７月から、肩書地に所在する平成１８年築造の木造スレート葺き２

階建て居宅（以下「申請人宅」という。）に居住している。（甲５、１１、

審問の全趣旨） 

イ  被申請人らは、令和４年４月３０日から、肩書地に所在する同年築造の

木造ソーラーパネル葺き２階建て居宅（以下「被申請人宅」という。）に

居住している。（審問の全趣旨） 

⑵  申請人宅の状況及び被申請人宅の状況 

ア  申請人宅の状況は、別紙１のとおりであり、申請人宅敷地の北側は、被

申請人宅敷地の南側と接しており、敷地境界から申請人宅北壁までの距離

は、最も近い地点で約０.６ｍである。申請人ａの寝室は２階の「部屋中」、

申請人ｂの寝室は２階の「部屋東」である。（職１の２、審問の全趣旨） 

イ  被申請人宅の状況は、別紙２のとおりであり、次のとおり本件機器が設

置されている（以下において、本件機器の現在の配置状況を「現配置」と

いう。）。（甲２６、乙４０、４１、職１の２、２） 

(ｱ) エコキュート 

貯湯ユニットは１階南側（別紙２の①）、ヒートポンプユニット（以

下「エコキュート室外機」という。）は１階西側（別紙２の②）に設置

されている。 

(ｲ) ロスガード 

ロスガードとは、屋外や室内の温度、湿度の変化に合わせて自動で給

排気を調節して風量や空気圧をコントロールすることができる住宅用

熱交換型換気システムである。ロスガードを「熱交換」モードで運転す

ると外気を室内空気と熱交換させ室内空気の温湿度に近づけて室内に
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取り入れることができ、「普通換気」モードで運転すると外気を室内空

気と熱交換させずにそのまま室内に取り入れることができ、「自動」モ

ードで運転すると外気温に応じて熱交換気と普通換気を自動で切り替

えることができる。また、加湿運転をすることも可能である。（甲６２） 

本体は２階主寝室のクローゼット内部（別紙２の③）、吸気口及び排

気口は２階南側の壁（地上から高さ約５ｍの位置。別紙２の④）に設置

されている。 

(ｳ) 床暖房 

温水熱源機（以下「床暖房室外機」という。）は１階西側（別紙２の

⑤）、パネルは１階及び２階の床全面に設置されている。 

(ｴ) １階エアコン 

本体は１階ＬＤＫに、室外機は１階西側（別紙２の⑥）に設置されてい

る。 

(ｵ) ２階エアコン 

本体は２階主寝室に、室外機は２階西側（別紙２の⑦）に設置されてい

る。 

(ｶ) 太陽光発電システム 

蓄電池は１階西側（別紙２の⑧）、パワーコンディショナは１階北側

（別紙２の⑨）、太陽光パネルは屋根上に設置されている。 

⑶ 本件裁定申請に至る経緯 

ア  被申請人らは、被申請人宅への入居に伴い、令和４年４月３０日に２階

エアコンを除く本件機器を稼働させた（同日当時、被申請人宅には２階エ

アコン室外機は設置されていなかった。）。また、本件機器のうちエコキ

ュート室外機、床暖房室外機及び１階エアコン室外機は、当初、１階南側

（別紙２の⑩、⑪及び⑫）に設置されていた。（甲３２、乙４０、職１の

２） 
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イ  申請人らは、令和４年５月２日頃、被申請人らに対し、被申請人宅から

の騒音について苦情を申し出た。（審問の全趣旨） 

ウ  申請人らは、令和４年５月９日から令和６年７月７日まで、複数回にわ

たって、申請人宅内外で騒音や低周波音の測定を行った（以下「申請人測

定」という。）。（甲２、４、１３、１４、１８、２０の１及び２、４０、

４１、５８、５９、７２、７３、１０８から１１０） 

エ  申請人ｂは、令和４年５月１０日、ｃ医院を受診し、不眠症と診断され

た。（甲５） 

オ  被申請人らは、令和４年５月１１日、申請人らからの苦情への対策とし

てエコキュート室外機にカバーを設置したが、同月１２日、申請人らから

カバーが共振すると指摘があったため、カバーを取り外した。（乙２、５、

６） 

カ  被申請人らは、令和４年５月１３日、申請人らがカバーの設置を希望し

たことから、再びエコキュート室外機にカバーを設置したが、同月１４日、

申請人らがカバーを外すよう希望したため、カバーを取り外した。（乙２、

５、６） 

キ  八王子市は、令和４年５月１７日、申請人宅敷地で低周波音の測定を行

った（以下「八王子市測定１」という。）。（甲３） 

ク  申請人らは、令和４年５月２５日、被申請人宅からの低周波音及び「キ

ーン」という高音について、八王子警察署に相談した。（甲６１） 

ケ  株式会社ｄは、令和４年５月２９日、申請人らからの依頼により、申請

人宅内外で低周波音等の測定を行った（以下「ｄ測定」という。）。（甲

１０） 

コ  被申請人らは、令和４年６月１１日、申請人らからの苦情への対策とし

て、エコキュート室外機、床暖房室外機及び１階エアコン室外機を１階南

側（別紙２の⑩、⑪、⑫）から１階西側（別紙２の②、⑤、⑥）に移設し
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た。移設の結果、各機器は、約５．５ｍ、約４ｍ、約４ｍ程度、敷地境界

から離れた（以下、移設前の機器の配置状況を「当初配置」という。）。

（職１の２、２、３、審問の全趣旨） 

サ  被申請人らは、遅くとも令和４年７月までに、被申請人宅に２階エアコ

ン及び室外機を新たに設置した。（審問の全趣旨） 

シ  ｃ医院の医師は、令和４年１２月１８日、申請人ａについては適応障害

及び頭痛、申請人ｂについては適応障害及び不眠症と診断した。（甲１１、

１２） 

ス  八王子市は、令和５年５月１７日、申請人宅内外で、低周波音等の測定

を行った（以下「八王子測定２」という。）。（甲２１、６０） 

セ  申請人らは、令和５年７月２１日、公害等調整委員会（以下「公調委」

という。）に対し、本件原因裁定の申請をした。 

⑷ 公調委による現地調査及び測定の経緯 

ア  公害等調整委員会事務局（以下「事務局」という。）は、裁定委員会の

命を受け、令和６年１１月７日、専門委員及び両当事者（代理人も含む。）

立会いの下、申請人宅及び被申請人宅の状況を確認するための調査を行っ

た（以下「現地確認」という。）。（職１の２） 

イ  事務局は、裁定委員会の命を受け、令和７年１１月３０日、専門委員及

び被申請人ら（代理人も含む。）立会いの下、被申請人宅の内外で、騒音

及び低周波音の測定を行った（以下「公調委測定」という。）。（職２） 

ウ  公調委測定を行うにあたり、裁定委員会は、現地確認の結果及び専門委

員の意見も踏まえて、申請人らが主張する被害と本件機器の稼働との因果

関係の確定に資する調査方法として、本件機器近傍、敷地境界、申請人宅

内にそれぞれ騒音計を１台ずつ設置し、事務局職員が各地点に待機して本

件機器の操作状況や稼働状態を確認し、必要に応じて補助的に録音録画を

行いながら、出力が通常又は最大となる設定で本件機器を複数の組合せで
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稼働・停止させ、各測定地点に到達する音圧レベルを測定して客観的な対

応関係を確認するとともに、申請人宅内において申請人らの体感調査を行

い、主観的な対応関係を確認する内容の調査計画を立てた。その上で、裁

定委員会は、両当事者に測定計画の概要を説明して意見照会を行い、当事

者からの要望を調査目的との関係で必要な範囲で取り入れる形で測定計画

を確定した。測定の実施時期については、床暖房の稼働時期を考慮して秋

口以降に測定を実施してほしいとの申請人らの要望や週末でなければ立会

いが困難であるとの被申請人らの事情を考慮して、裁定委員会は、両当事

者と日程を調整した上で約半年前に測定日を決定した。さらに、裁定委員

会は、両当事者に対し、ヒアリング等を通じて測定計画に関する説明を行

い、測定への協力を求めた。（審問の全趣旨） 

しかしながら、申請人らは、上記の調査計画では、測定の正確性が期し

難く、また、計画どおりに測定が行われたことや測定状況及び結果の記録

の信用性が確保されないとして、測定に申請人の依頼する専門家を立ち会

わせての測定状況の監視とその機会を利用した独自の証拠収集、本件機器

のコントロールパネル等の操作状況、浴槽の湯量の状況、各室外機の状況

の一部始終の録音録画、被申請人宅の各居室の温度及び湿度の測定と録音

録画を求めるなど、本件測定が、中立公正な立場で手続を主宰する裁定委

員会が判断のために必要かつ相当な範囲で実施する職権調査の趣旨に反す

る要望を繰り返し、要望が容れられない限り申請人宅内における調査に協

力できないとの姿勢を示した。さらに、申請人らは、子どものインフルエ

り

ンザ罹患を理由として測定調査の予備日への変更を求めた。（審問の全趣

旨） 

裁定委員会は、申請人らに対し、測定調査を予備日に変更した場合、申

請人らは公調委の調査計画どおりの調査に協力できるのかどうか期限を定

めて回答を求めたが、申請人らからは保留という回答しか得られなかった。
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そのため、裁定委員会は、審理経過に鑑み、申請人らからは本件測定への

協力を得られる見込みがないと判断し、やむなく音源側の測定を主体とし

て、可能な範囲で予定された本調査日に測定を行うことを決定した。なお、

申請人らからは、上記回答期限が経過した後、測定調査の実施前に、申請

人宅内の測定及び申請人らの体感調査に応じる旨の連絡が事務局職員にな

されたが、測定調査は事前に段取りを決めて準備するものであり、直前に

実施方法を変更することは困難であることから、対応できない旨回答した。

（審問の全趣旨） 

事務局は、令和７年１１月３０日、被申請人らの立会い・協力を得て、

本件機器近傍、敷地境界にそれぞれ騒音計を設置して測定を行った。申請

人宅内の測定及び申請人らの体感調査は行われなかった。（職２、審問の

全趣旨） 

⑸ 騒音に関する行政基準等 

ア  申請人宅及び被申請人宅が所在する地域（第一種低層住居専用地域）に

適用される騒音に係る環境基準（環境基本法１６条１項の規定に基づく、

騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資

する上で維持されることが望ましい基準）は、以下のとおりである（等価

騒音レベルの数値）。 

昼間（午前６時から午後１０時までの間）   ５５㏈以下 

夜間（午後１０時から翌日の午前６時までの間）４５㏈以下 

イ  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「都条例」とい

う。）１３６条は、「何人も」別表第十三に掲げる規制基準を超える騒音

の発生をさせてはならない旨を定めているところ、申請人宅及び被申請人

宅が所在する地域（第一種低層住居専用地域）に適用される騒音に関する

「日常生活等に適用する規制基準」（別表第十三「一 騒音」）は以下の

とおりである（第一種区域）。 
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（音源の存する敷地と隣地との境界線における音量） 

午前６時から午前８時までの間  ４０㏈ 

午前８時から午後７時までの間  ４５㏈ 

午後７時から午後１１時までの間 ４０㏈ 

午後１１時から翌日午前６時までの間 ４０㏈ 

ウ  環境省中央環境審議会の「騒音の評価手法等の在り方について（答申）」

（平成１０年５月２２日）は、騒音に係る環境基準における騒音の評価手

法としては等価騒音レベルが適当である旨示しており、さらに、騒音影響

に関する屋内指針（生活の中心である屋内において睡眠影響及び会話影響

を適切に防止する上で維持されることが望ましい騒音影響に関する屋内騒

音レベルの指針）として適切なレベルを次のとおり整理している。 

(ｱ) 睡眠影響 

夜間（午後１０時から翌日午前６時まで）において、一般地域は３５

㏈以下、道路に面する地域は４０㏈以下 

(ｲ) 会話影響 

昼間（午前６時から午後１０時まで）において、一般地域及び道路に

面する地域とも４５㏈以下 

⑹ 低周波音に関する参照値 

環境省が作成した「低周波音問題対応の手引書」における「低周波音問題

対応のための「評価指針」」には以下の記載がある。 

ア 物的苦情に関する参照値 

低周波音による物的苦情に関する参照値は、表１とする。 

表１ 低周波音による物的苦情に関する参照値 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

中心周波数(Hz) 

 

5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 
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1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

音圧レベル(dB) 

 

70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99 

          

イ 物的苦情に関する測定場所 

問題となる住居などの建物の屋外で、建物から１～２ｍ程度離れた位置

とする。 

ウ 物的苦情に関する評価方法 

(ｱ) 低周波音の１/３オクターブバンド音圧レベルを表１と比較し、参照

値以上であれば低周波音による苦情の可能性が考えられる。 

(ｲ) 低周波音の１/３オクターブバンド音圧レベルが参照値未満の場合に

は、地盤振動などについても調査を行い総合的に検討する。 

エ 心身に係る苦情に関する参照値 

低周波音による心身に係る苦情に関する参照値は、表２及びＧ特性音圧

レベルＬＧ=９２(㏈)とする。 

表２ 低周波音による心身に係る苦情に関する参照値 

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

中心周波数(Hz) 

 

10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

         

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 

音圧レベル(dB) 

 

92 88 83 76 70 64 57 52 47 41 

         

オ 心身に係る苦情に関する測定場所 

苦情者の住居などの問題となっている部屋の問題となっている位置とす

る。窓の開閉条件は原則として窓を閉めた条件とする。 

カ 心身に係る苦情に関する評価方法 

(ｱ) Ｇ特性音圧レベルで９２㏈以上であれば、２０Hz以下の超低周波音に

よる苦情の可能性が考えられる。 

(ｲ) 低周波音の１/３オクターブバンド音圧レベルを表２と比較し、参照

値以上であれば低周波音による苦情の可能性が考えられる。 



10 

 

(ｳ) 上記(ｱ)、(ｲ)のどちらにも当てはまらなければ、低周波音問題の可能

性は低い。その場合には、１００Hz以上の騒音や地盤振動などについて

も調査を行い総合的に検討する。 

２ 当事者の主張 

（申請人らの主張） 

⑴  本件機器の稼働状況について 

 被申請人らは、申請人らからの騒音の申出を受けて本件機器の稼働を停止

又は制限していたと主張するが、次のとおり、実際は申請人らとの合意や当

時の説明と異なる態様で本件機器を稼働していた。また、被申請人らは、本

件機器の稼働を停止又は制限していたことを裏付ける客観的な証拠を提出

していない。申請人測定、ｄ測定、八王子市測定１及び八王子市測定２の結

果によれば、被申請人らが本件機器の稼働を停止又は制限していたと主張す

る期間も昼夜問わず継続して参照値を超過する数値が記録されており、申請

人らは本件機器からの音による被害を体感していた。したがって、被申請人

らの主張は信用できず、本件機器は全て稼働していた。 

ア エコキュート 

被申請人らは、申請人らとの間で、令和５年５月５日、エコキュートのピ

ーク停止機能（消費電力のピークを押さえたい時間帯にエコキュートの湧

き上げを停止することができる機能。昼間時間帯のうち１～８時間の範囲

で設定できる。）を利用して、エコキュートの設定時刻を１２時間ずらした

上、ピーク停止機能を午前１１時から午後７時まで有効とすることにより、

エコキュートを午後１１時から午前７時まで稼働させないことを合意した。

しかし、被申請人らは、実際は、令和６年４月１６日までの間、エコキュー

トの設定時刻を１２時間ずらしたのみで、ピーク停止機能を切ったまま稼

働させていたため、夜間もエコキュートが稼働していた。 

イ ロスガード 
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(ｱ)  八王子市は、八王子市測定１の結果、参照値を超える数値が測定され

たため、令和４年５月１９日、被申請人宅を建築した株式会社ｅ（以下

「ｅ」という。）に改善を求め、ｅは、同日、申請人らに対し、ロスガ

ードを停止すると連絡した。このやり取りによって、申請人らと被申請

人らとの間に令和４年５月中旬にロスガードの稼働を停止する旨の合意

が成立した。しかし、被申請人らはその後もロスガードを稼働していた。 

(ｲ)  ｅは、令和４年６月１２日、被申請人らに稼働状況を確認した上で、

申請人らにロスガードを停止していると回答した。しかし、被申請人ら

は、実際には、他の設備の室外機等の移設工事が完了した令和４年６月

１１日からロスガードの稼働を再開していた。 

(ｳ)  被申請人らは、令和５年２月上旬から同年５月３０日まで終日ロスガ

ードを停止させていたと主張するが、実際は同月１７日にもロスガード

を稼働していた。 

(ｴ)  被申請人らは、令和５年５月３０日からロスガードについて普通換気

運転をしていたと主張するが、現地確認の結果によれば、実際は自動換

気運転をしていた。 

ウ 床暖房 

被申請人らは、床暖房を初めて稼働させたのは令和４年１１月下旬頃で

ある旨主張するが、令和４年のゴールデンウィーク頃は平年気温よりも低

く、１１．６℃の日もあり、申請人らは夜間に床暖房の室外機が稼働する

のを確認した。したがって、少なくとも令和４年のゴールデンウィーク頃

には床暖房を使用していた。 

被申請人らは、令和４年１２月２５日に床暖房の稼働を停止し、その後は

床暖房を稼働していないと主張するが、令和５年１１月２７日には床暖房

を稼働していた。 

エ 太陽光発電システム 
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被申請人らは、蓄電池の充電時間を午前９時から午後４時までとし、放電

時間を午後５時から午後１０時までとする設定に変更したと主張する。一

般的に、蓄電池は電気代が安い深夜帯に電力を充電し、日中活動時の家電

に使用されているため、被申請人らの主張どおりであれば、被申請人宅の

毎月の電気代や太陽光発電の売電状況が変化しているはずであるが、その

ような証拠は提出されていない。 

⑵  本件機器による低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動の程度につ

いて 

被申請人らは、被申請人宅に居住を開始した令和４年４月３０日以降、本

件機器を稼働し、昼夜問わず、低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動

を発生させている。 

騒音については、申請人測定のうち令和４年５月９日の騒音測定の結果の

とおり、都条例の騒音に関する「日常生活等に適用する規制基準」を超過す

る数値が測定されている。 

低周波音については、申請人測定、ｄ測定、八王子市測定１及び八王子市

測定２の結果のとおり、４０Hz帯域から８０Hz帯域にかけて、心身に係る苦

情に関する参照値を超過する数値が測定されている。 

高周波音については、８０００Hzを超える帯域において、高周波音の一般

的な音圧レベル（３.７～６.８㏈）を超過する数値が測定されている。 

⑶  被害の内容及び加害行為と被害との因果関係について 

申請人らは、平成１８年７月に申請人宅に居住してから本件機器が稼働す

るまでの間、低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動の被害に悩むこと

はなく、申請人ａは令和５年４月、申請人ｂは同年５月に聴力検査を受けて

おり、疾患等も確認されなかった。しかし、申請人らは、本件機器が稼働し

た日から、「キーン」「ピー」などといった金属音のような音を感じるよう

になり、不快感や強い頭痛が続き、日常生活を送ることが困難になり、頭痛、
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不眠症等の健康被害が発生した。本件機器の低周波音及び高周波音を含む騒

音のレベルは、上記⑵のとおり日常生活に支障が生じる程度の大きさであり、

申請人ｂがホテルに宿泊した日には上記の音は感じなかった。したがって、

申請人らの健康被害は、本件機器の稼働による低周波音及び高周波音を含む

騒音並びに振動が原因である。 

（被申請人らの主張） 

⑴ 本件機器の稼働状況について 

ア エコキュート 

被申請人らは、令和４年４月３０日からエコキュートを通常の設定で稼働

していたが、申請人らから夜間のエコキュートの稼働停止を求められたた

め、同年５月５日、エコキュートの設定時刻を１２時間ずらし、夜間の稼働

から日中の稼働に変更した。この際には、被申請人らは、申請人らとの間

で、ピーク停止機能を有効にすることを合意していない。 

被申請人らは、申請人らからピーク停止機能を有効にするよう求められた

ため、令和６年４月１６日からは、エコキュートの設定時刻を実際より１

１時間進めた上、電力契約モードを「グループＢ」の「ＮＥＰ０６」とし、

ピーク停止機能を午前１０時から午後６時までの８時間として有効にした。

これにより、エコキュートの稼働時間は午前７時から午後１１時までとな

った。 

イ ロスガード 

被申請人らは、令和４年４月３０日からロスガードを稼働していたが、申

請人らからロスガードの騒音について申出があったため、同年５月１０日

午後６時頃にロスガードを停止した。被申請人らは、同月１１日から同月

１５日頃までは、手動で午前７時にロスガードを稼働して午後９時に停止

し、同月１５日頃から同月１６日までは終日停止していた。被申請人らは、

同月１７日、八王子市測定１が行われるため、午前８時にロスガードを稼
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働し、同日から同月２２日までは日中のみ稼働していたが、同日から再び

終日稼働を停止した。なお、被申請人らは、申請人らとの間で、令和４年５

月中旬にロスガードを停止することを合意していない。 

その後、他の設備の室外機等の移設工事が完了した令和４年６月１１日か

ら同年１２月１０日頃まで、被申請人らはロスガードを終日稼働していた

が、同日、申請人らからロスガードを停止するよう求められたため、同日か

ら同月１８日まで、ロスガードの稼働時間を午前７時３０分頃から午後７

時又は午後８時までとした。また、被申請人らは、同月１８日から令和５年

２月上旬までは、申請人らの希望に従い、ロスガードの稼働時間を平日は

午前７時から午後７時まで、土日祝日は午前８時から午後７時までとして

いたが、その後も申請人らから問合せが続いたため、同年２月上旬に終日

稼働を停止した。 

被申請人らは、令和５年５月３０日からロスガードの稼働を再開し、普通

換気モード（外気を室内空気と熱交換せずに、外気をそのまま室内に取り

入れるモード）でロスガードを稼働している。 

ウ 床暖房 

被申請人らは、令和４年１１月下旬から、温度を書斎２０℃、書斎以外２

５℃に設定して必要に応じて床暖房を稼働していたが、同年１２月２５日

午前４時頃、電話で申請人らから床暖房を停止するよう求められたため、

同日、床暖房を停止した。被申請人らは、同日以降、床暖房を稼働してい

ない。 

エ １階エアコン 

被申請人らは、令和４年４月３０日から、夏は冷房２８℃の設定で、冬は

暖房２２.５℃の設定で１階エアコンを稼働している。 

オ ２階エアコン 

被申請人らは、令和４年６月又は７月に２階エアコンを設置した後から、
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夏は冷房２５℃の設定で、冬は暖房２０℃の設定で２階エアコンを稼働し

ている。 

カ 太陽光発電システム 

被申請人らは、令和４年４月３０日から太陽光発電システムを稼働して

いたが、令和５年２月１７日、申請人らから蓄電池及びパワーコンディシ

ョナの騒音について申出があったため、同年３月から、蓄電池の充電時間

を午前９時から午後４時まで、放電時間を午後５時から午後１０時までと

する設定に変更した。 

⑵  本件機器による低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動の程度につ

いて 

申請人らの主張については否認ないし争う。 

⑶ 被害の内容及び加害行為と被害との因果関係について 

因果関係を争う。被申請人らは、令和４年６月１１日から同年１２月１０

日頃までの半年間、エコキュート、ロスガードなどを稼働していたが、この

間に申請人らから騒音被害の申出を受けたことはなかった。また、被申請人

宅の周りには民家があるが、申請人ら以外から騒音等の被害について申出を

受けたことはない。公調委測定の結果によれば、本件機器から、申請人らが

主張するような受忍限度を超える低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振

動は一切発生していない。 

したがって、申請人らが主張する頭痛や不眠等の身体的症状と、本件機器

の稼働との間には因果関係はない。 

第３ 当裁定委員会の判断 

１ 本件機器の稼働により申請人宅内に到達する低周波音及び高周波音を含む騒

音の程度 

⑴  公調委測定の結果 

証拠（職１の２、職２、３）及び審問の全趣旨によれば、次のとおり認め
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られる。 

ア  公調委測定の実施状況 

(ｱ) 事務局は、公調委測定時、騒音計２台を敷地境界及び本件機器近傍に

設置し、本件機器が全て停止した場合、全て稼働した場合（ただし、太

陽光発電システムは稼働しなかった。）及び単体で稼働した場合におけ

る、騒音レベル及び１/３オクターブバンド音圧レベルを測定した。 

 太陽光発電システムについては、被申請人らのスマートフォンがWi-F

iルータを介してシステムのコントローラになるものであるところ（甲

６３）、公調委測定時はパワーコンディショナと被申請人らのスマート

フォンの接続不良のため、太陽光発電システムを稼働させることができ

なかった。また、２階エアコン室外機、１階エアコン室外機、ロスガー

ド及び床暖房室外機については、単体で稼働させた場合の測定時にエコ

キュートが稼働し続けたため、これらの機器の単独稼働時の実測値は得

られなかった。 

(ｲ) 測定地点は、次のとおりである。 

ａ 本件機器が全て停止又は稼働した場合 

  敷地境界（別紙３の地点①及び②） 

ｂ 単体で稼働した場合 

  敷地境界（別紙３の地点①）及び稼働した機器の近傍（別紙３の地

点③から⑦まで順次移動） 

(ｳ) 本件機器の設定状況は次のとおりである。測定時には、本件機器の出

力が最も大きくなると想定される種類の運転で機器を稼働させ、設定温

度は被申請人らによる通常の設定の中で最も高い温度とした。 

ⅰ エコキュート ふろ自動運転（通常湯張り、給湯温度４２℃） 

ⅱ ロスガード 加湿運転（多め）及び換気運転（熱交換モード） 

ⅲ １階エアコン 暖房運転（２２.５℃） 
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ⅳ ２階エアコン 暖房運転（２０℃） 

ⅴ 床暖房 通常温度（２５℃）で全箇所を通常運転 

イ  公調委測定の結果（実測値） 

公調委測定によって得られた測定結果から、自動車やバイクの音、救急

車のサイレン音、人の会話音、事務局職員が庭の砂利を踏む音、鳥の大き

な鳴き声等が含まれる測定区間を解析対象から除外して、等価騒音レベル、

時間率騒音レベル及び最大値を算出した結果並びに１／３オクターブバン

ド周波数分析を実施した結果は、別紙４のとおりである。 

ウ  測定に基づく騒音及び音圧レベルの推計手法 

公調委測定においては、本件機器の一部について単独稼働時の実測値が

得られなかったこと、申請人宅内での測定ができなかったこと、さらに現

配置のみならず当初配置における騒音及び音圧レベルを確定する必要があ

ることから、前記イの測定結果をもとに、以下の手順で、現配置及び当初

配置の下で本件機器が全て稼働した場合における敷地境界、申請人宅北壁

及び申請人宅内の騒音及び音圧レベルを推計した。すなわち、各機器の単

体稼働時の前方１ｍにおける騒音及び音圧レベルを推計し、これらをもと

に現配置及び当初配置の下での敷地境界及び申請人宅北壁の騒音レベル及

び敷地境界の音圧レベルを推計した上で、これらを合成するとともに建物

の遮音性能（家屋内外の音圧レベル差）を考慮して、現配置及び当初配置

の下での本件機器が全て稼働した場合の敷地境界、申請人宅北壁及び申請

人宅内の騒音レベル並びに敷地境界及び申請人宅内の音圧レベルを推計し

た。 

(ｱ)  太陽光発電システムについては、稼働時の実測値が得られなかったこ

とから、メーカーに対する照会結果に基づき、次のとおり推計した。 

まず、蓄電池ユニットは、メーカーから冷却ファンなどの稼働部品が

ない旨の回答を得たため、音が発生しないものと想定した。 
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次に、パワーコンディショナは、メーカーから、取扱説明書記載の仕

様「騒音（定格）４０㏈以下（周囲温度４０度連続運転）」については

無響音室で機器前面から距離１ｍ、高さ１ｍで測定した結果である旨の

回答を得たため、パワーコンディショナから敷地境界及び申請人宅北壁

までの距離に基づき距離減衰による音の減衰量を計算して 1、パワーコ

ンディショナが稼働した場合の敷地境界の等価騒音レベルを推計した

１/３オクターブバンド音圧レベルについても、機器前面から距離１ｍ

での騒音レベルが４０㏈以下であることやパワーコンディショナの主

音源が小径の冷却ファンであると考えられることを踏まえると、特定の

帯域での音圧レベルが卓越しているとは考えにくく、他の機器と同様又

はそれ以下の音圧レベルで分布していると考えるのが妥当であるとの

想定の下で、距離減衰を考慮に入れて、敷地境界での１/３オクターブ

バンド音圧レベルを推計した。 

。

(ｲ)  ２階エアコン室外機、１階エアコン室外機、ロスガード及び床暖房室

外機については、いずれも測定時にエコキュートが停止せず稼働し続け

たことから、各機器の稼働時の実測値はエコキュートの稼働音を含むこ

ととなり、各機器の単体稼働時の実測値は得られなかった。エコキュー

トが単体で稼働した場合の実測値は得られたため、㏈の差の計算式 2を

用いるなどして、各機器が単体で稼働した際の機器前方１ｍの騒音及び

１/３オクターブバンド音圧レベルを推計し、これをもとに距離減衰を

考慮して、２階エアコン室外機、１階エアコン室外機、ロスガード及び

床暖房室外機が単体で稼働した場合の敷地境界及び申請人宅北壁にお

ける等価騒音レベル並びに敷地境界における１/３オクターブバンド音

 
1 計算式は、点音源からの距離（ｍ）がそれぞれｒ１、ｒ２のとき（ただしｒ１＜ｒ２）、２０

log（ｒ２/ｒ１） 
2 Ｌtotal、Ｌ２が既知のとき、Ｌ１＝１０×log（１０Ｌtotal/１０－１０Ｌ２ /１０） 
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圧レベルを推計した。 

(ｳ)  エコキュート室外機、１階エアコン室外機及び床暖房室外機は、令和

４年４月３０日から同年６月１０日まで、それぞれ約５．５ｍ、約４ｍ、

約４ｍ程度、現配置よりも敷地境界に近い位置にあったことから、上記

(ｲ）をもとに、距離減衰による音の減衰量を計算して、移設前の位置で

単体稼働した場合の敷地境界及び申請人宅北壁における等価騒音レベ

ル並びに敷地境界における１/３オクターブバンド音圧レベルを推計し

た。 

(ｴ)  上記(ｱ)から(ｳ)の推計値をもとに、等価騒音レベルについては、現配

置及び当初配置の下での本件機器が全て稼働した場合の敷地境界及び

申請人宅北壁における等価騒音レベルの合成値を推計し 3、さらに、申

請人宅北壁の等価騒音レベルの推計値から、家屋内外のレベル差に関す

る知見 4を参照して、申請人宅内における等価騒音レベルを推計した。 

１/３オクターブバンド音圧レベルについても、同様に、敷地境界に

おける１/３オクターブバンド音圧レベルの合成値を推計し、さらに、

家屋内外のレベル差に関する知見 5を参照して、申請人宅内における１/

３オクターブバンド音圧レベルを推計した。 

なお、当初配置の段階で実際には２階エアコンが設置されていなかっ

た時期も含まれ得るものの、上記の推計では全ての機器の設置を前提と

した。 

エ  推計結果と行政基準等との比較 

 
3 計算式は、Ｌ１、Ｌ２の二つの音が重なるとき、Ｌtotal＝１０×log（１０Ｌ１ /１０＋１０Ｌ２ /１

０） 
4 「通常の建物において窓を開けた場合の平均的な内外の騒音レベル差（防音効果）は１０㏈

程度、窓を閉めた場合は建物によって必ずしも一様ではないが、通常の建物においておおむ

ね期待できる平均的な防音効果は２５㏈程度である。」（騒音の評価手法等の在り方について 

報告）（平成１０年５月２２日中央環境審議会騒音振動部会騒音評価等専門委員会） 
5 「低周波空気振動調査報告書―低周波空気振動の実態と影響―（昭和５９年１２月環境庁大

気保全局）12 頁掲載の中心周波数ごとの内外音圧レベル差のデータによる。 
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上記ウの推計の結果及びこれを騒音に関する行政基準等や低周波音に関

する参照値と比較した結果は、別紙５のとおりである。 

⑵  申請人宅内に到達する低周波音及び高周波音を含む騒音の程度 

公調委測定の結果に基づく推計値（前記⑴ウ、エ、別紙５）によれば、本

件機器の稼働によって発生し、申請人宅内に到達する低周波音及び高周波音

を含む騒音の程度は、次のとおりである。 

ア  騒音 

申請人宅内に到達する騒音（等価騒音レベル）の推計値は、現配置で本

件機器が全て稼働した場合には、窓開け（窓を開けた状態）では３２.９㏈、

窓閉め（窓を閉めた状態）では１７.９㏈となり、騒音影響に関する夜間の

屋内指針（一般地域で３５㏈）及び昼間の屋内指針（４５㏈）を十分に下

回る値となっている。当初配置で本件機器が全て稼働した場合には、窓開

けでは３８.１㏈、窓閉めでは２３.１㏈となっており、会話影響に関する

屋内指針（４５㏈）と比較すると、十分下回っているが、睡眠影響に関す

る一般地域の屋内指針（３５㏈）と比較すると、窓閉めでは十分に下回っ

ているものの、窓開けでは３.１㏈超過している。 

また、本件機器が全て稼働した場合と全て停止した場合との推計値の差

は、現配置では１.６㏈（３２.９㏈－３１.３㏈または１７.９㏈－１６.３

㏈）、当初配置では６.８㏈（３８.１㏈－３１.３㏈または２３.１㏈－１

６.３㏈）であり、差が大きい後者の数値でも、その違いがおおむね区別で

きる程度の差であり、本件機器の稼働に伴う顕著な増加はみられない。 

イ  低周波音 

申請人宅内に到達する低周波音（１/３オクターブバンド音圧レベル）の

推計値は、現配置で全機器が稼働した場合及び当初配置で全機器が稼働し

た場合のいずれにおいても、全ての周波数帯域の音圧レベルが、物的苦情

に関する参照値及び心身に係る苦情に関する参照値を下回っている。 
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また、低周波音と睡眠影響との関係に関する先行研究の結果では、実験

状況下で睡眠影響の出始める音圧レベルは１０Hzで１００㏈、２０Hzで９

５㏈、４０Hzで７０㏈と報告されている（職４）。申請人宅内に到達する

音圧レベルの推計値は、現配置で機器が稼働した場合は、１０Hzで４７.７

㏈、２０Hzで４５.５㏈、４０Hzで４０.８㏈であり、当初配置で全機器が

稼働した場合は、１０Hzで４９.０㏈、２０Hzで４８.７㏈、４０Hzで４５.

８㏈であり、いずれも睡眠影響の出始めるレベルを十分に下回っている。 

ウ  高周波音 

一般的に、高周波数帯域の音波は波長が短く、空気中の伝搬過程におい

て吸収減衰を受けやすいという特性を有し、建物外皮による遮音及び吸音

の影響を受けやすいため、屋外音源による高周波数成分は、室内に到達す

る過程で比較的大きく減衰する傾向を有するとされているところ、公調委

測定に基づく周波数分析の結果（職２）によっても、２０００Hz帯域以上

の高周波数帯域について、全体として顕著な卓越成分があったとは認めら

れない。したがって、申請人宅内に到達する高周波音の程度については前

記アの騒音の評価の中に含めて考えることが相当であり、高周波帯域の音

のみを格別に評価する必要はない。 

⑶ 申請人らの主張（公調委測定）に対する判断 

ア 公調委測定の正確性について 

申請人らは、公調委測定の正確性について種々の指摘を行い、これを前

提とした等価騒音レベル、時間率騒音レベル及び最大値の算出並びに１／

３オクターブバンド周波数分析の結果（職２の５３頁以下）も信用できな

いと主張するが、以下に述べるとおり、申請人らの主張はいずれも理由が

ない。 

(ｱ) 機器稼働時と全機器稼働停止時における測定データの矛盾 

申請人らは、公調委測定結果では、エコキュート稼働時や１階エアコ
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ン稼働（エコキュートも稼働）時の方が、全機器稼働停止時よりも１２．

５Hz帯域の音圧レベルが低くなっているが、これは、全機器稼働停止時

に停止中とされていた太陽光発電システムが実際には稼働していたか、

エコキュート稼働時として測定している間、実際にはエコキュートのコ

ンプレッサーが停止していたことを意味するものであり、公調委測定の

信頼性を疑わせるに足るものであると主張する。 

そこで検討するに、公調委測定の結果のうち、測定条件別・測定地点

別の１／３オクターブバンド音圧レベルの分析データの１２．５Hz帯域

をみると、別紙４のとおり、地点①において、全機器稼働停止時の音圧

レベルは５５㏈であるのに対し、２階エアコン稼働（エコキュートも稼

働）時は５３㏈、１階エアコン稼働（エコキュートも稼働）時は５１．

１㏈、エコキュート稼働時は５３．８㏈、ロスガード稼働（エコキュー

トも稼働）時は５２．９㏈、床暖房稼働（エコキュートも稼働）時は５

２．４㏈であり、申請人らの指摘のとおり、全機器稼働停止時よりも、

機器を稼働した時の方が、数値が低くなっていることが認められる。 

しかしながら、公調委測定は、暗騒音のある現場での屋外測定であり、

全ての暗騒音を除外することは困難であるため、一部の１／３オクター

ブバンド中心周波数の通過帯域で全機器停止時の方が機器稼働時よりも

音圧レベルが低くなることはあり得るところであり、上記測定結果をも

って、全機器稼働停止時に太陽光発電システムが実際には稼働していた

とか、エコキュート稼働時として測定している間、実際にはエコキュー

トのコンプレッサーが停止していたと結論付けることはできない。これ

らの機器の稼働状況の確認が正確に行われていたことは後に述べるとお

りである。 

加えて、申請人らは、地点④や地点⑤の機器稼働時の音圧レベルが全

機器稼働時の音圧レベルよりも低いことも指摘するが、全機器稼働時の
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音圧レベルは地点①で測定しており、そもそも測定地点が異なるので、

単純に数値のみを比較して測定結果が不合理であるということはできな

い。 

(ｲ) エコキュートの室外機のコンプレッサーが稼働していなかった可能

性 

申請人らは、エコキュートは騒音源となる室外機のコンプレッサーが

稼働すると必ずコントロールパネルに「わき上げ中」の表示が出る仕様

となっているにもかかわらず、全機器稼働時のエコキュートのコントロ

ールパネルの写真（職２・写真７１）に「わき上げ中」の表示がないこ

と、コントロールパネルに表示される湯量は、測定前の設定確認時（職

２・写真２４）、全機器稼働時（職２・写真７１）及び単体稼働時（職

２・写真７２）を通じて一切増加していなかったことから、エコキュー

ト室外機のコンプレッサーは、測定時（特に全機器稼働時）に稼働して

いなかった可能性がある旨主張する。 

しかしながら、公調委測定は、被申請人らによる通常の機器の使用状

態で騒音を測定するとの前提で実施したものであり、エコキュートは稼

働時間中、常に「わきあげ中」の状態にあるわけではない。事務局職員

において、機器近傍におけるファンの目視と運転音の有無を確認し、そ

の結果及び稼働時間を測定時間として記録している（職２・３２頁）こ

とからして、コントロールパネルの表示が「わきあげ中」を表示してい

なかったとしても、エコキュートは稼働していたものと認められ、申請

人らの主張は理由がない。 

(ｳ) 太陽光発電のパワーコンディショナが稼働していた可能性 

申請人らは、公調委測定の結果（職２・６５頁）によれば、床暖房稼

働（エコキュートも稼働）時の地点⑦における１６kHz帯域での音圧レベ

ルは４１．７㏈であるが、これは太陽光発電システムのパワーコンディ
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ショナに採用されているＰＷＭ制御のスイッチング周波数（数kHz～２０

kHz）や、蓄電池ユニット由来の高周波スイッチングノイズの典型的な特

徴と一致すること、太陽光発電システムのパワーコンディショナは、ス

マートフォンとの接続が遮断されても、機器単体で稼働し続ける仕様で

あること、太陽光発電のパワーコンディショナが被申請人らのスマート

フォンとの接続不良のために稼働しなかったことを示す写真（職２・写

真６６）は、スマートフォンの通信状態、時刻、電池残量などの表示部

分が撮影されておらず、隠蔽が疑われることから、測定時に、太陽光発

電のパワーコンディショナが稼働していた可能性がある旨主張する。 

しかしながら、事務局職員は、被申請人らのスマートフォンを見て、

太陽光発電システムが接続不良によって稼働しない状態であることを確

認した（職２・写真６６）のであり、その後、被申請人らが測定時間中

に太陽光発電システムを稼働させたことをうかがわせる事情はなく、申

請人らの主張は憶測の域を出るものではなく、採用できない。 

(ｴ) 床暖房室外機のヒートポンプ（コンプレッサー）が稼働していなかっ

た可能性 

申請人らは、床暖房は、床面温度を基準に出力制御する仕様となって

いるところ、公調委による測定日は外気温が約１５℃と比較的温暖であ

ったため、測定時点で床面温度が２５℃に達しており、床暖房室外機の

ヒートポンプ（コンプレッサー）が稼働していなかった可能性がある旨

主張する。 

しかしながら、公調委測定の実施日は床暖房の稼働時期を考慮して決

定したものであって、事務局職員は、床暖房が稼働していることを確認

して測定を実施しており（職２・３２頁）、申請人らの主張は根拠なく

論難するものであり、失当である。 

(ｵ) エコキュート稼働時における測定値データの矛盾 
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申請人らは、測定条件別・測定地点別の１／３オクターブバンド周波

数分析の結果（職２・６１頁以下）によれば、床暖房の単体稼働時にお

ける室外機付近（地点⑦）の測定値（１６kHz帯域で４１.７㏈）とエコ

キュートの貯湯ユニット近くの敷地境界（地点①）の測定値（１６kHz帯

域で１２.７㏈）とを比較すると、床暖房室外機からの音は、敷地境界に

到達するまでに、遮蔽物（貯湯ユニット）によって２９㏈もの遮蔽効果

が生じたことになるのに対し、エコキュートの単体稼働時における室外

機付近（地点⑤）の測定値（１６kHz帯域で１９.１㏈）と敷地境界（地

点①）の測定値（１６kHz帯域で２４.５㏈）とを比較すると、エコキュ

ート室外機からの音は、敷地境界に到達するまでに全く減衰せず、むし

ろ増加していることになっており、遮蔽物（貯湯ユニット）による遮音

効果が生じていないことになるため、矛盾しており、不正確であると主

張する。 

エコキュート稼働時には、エコキュートヒートポンプユニット及びエ

コキュート貯湯ユニットが稼働していることから、機器の設置状況に鑑

みると、地点⑤に設置した騒音計は、エコキュートヒートポンプユニッ

トから発生する音を主にとらえ、地点①に設置した騒音計はエコキュー

ト貯湯ユニットから発生する音をとらえていたと認めるのが相当である。

したがって、エコキュート稼働時における地点⑤の測定値が、地点①の

測定値よりも低いからといって、測定データに矛盾があるとはいえない。 

(ｶ) ロスガードの風量を意図的に低下させていた可能性 

申請人らは、公調委は、ロスガードの風量設定を確認せずに調査を実

施したが、被申請人らが、公調委の測定日のみ意図的に弱い風量設定に

変更した可能性があると主張する。 

しかしながら、ロスガードの風量設定は、コントロールパネルを外さ

なければ確認できない状態であり（職２・７頁）、専門業者でもない者
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がコントロールパネルを外すことは推奨されていない（職２・７頁）。

被申請人らが、公調委の測定日のみ意図的に弱い風量設定に変更したこ

とをうかがわせる事情はなく、申請人らの主張は理由がない。 

(ｷ) 床暖房、１階エアコン及び２階エアコンの温度設定が通常時より低

かった可能性 

申請人らは、公調委は、被申請人らの説明を鵜吞みにして、床暖房、

１階エアコン及び２階エアコンの温度設定を行ったため、通常時よりも

低い温度設定で測定された可能性があると主張する。 

しかしながら、床暖房、１階エアコン及び２階エアコンの温度設定に

ついて、被申請人らが通常の設定として事務局職員に説明した温度は、

上記各機器の通常の利用を前提とすると合理的な範囲内のものであり、

被申請人らにおいて、これと異なる特異な利用方法を日常的に用いてい

たことをうかがわせる事情はない。 

イ 公調委測定に基づく騒音及び音圧レベルの推計手法の合理性 

申請人らは、公調委測定に基づく騒音及び音圧レベルの推計手法（上記

⑴ウ）の合理性について、種々の指摘をするが、以下のとおり、いずれも

理由がない。 

(ｱ) 点音源を前提とする距離減衰の不合理性 

申請人らは、室外機のような箱型の大型設備からの音は、面音源や線

音源に近い挙動を示し、点音源の場合よりも減衰しないにもかかわらず、

公調委の推計では、本件機器からの音が全て点音源であることを前提と

する計算式を採用しており、減衰量が過大に算出され、推計値が不当に

低く算出されていると主張する。 

しかしながら、本件においては、業務用室外機のような大型室外機が

申請人宅から近距離に設置されているものではなく、各室外機の大きさ

及び申請人宅までの距離を考慮すると、本件機器を点音源ととらえて距
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離減衰を行うのが相当であり、申請人らの主張には理由がない。 

(ｲ) 低周波音の物理的特性を考慮していないこと 

a 申請人らは、公調委測定に基づく推計は、以下のとおり、低周波音の

物理的特性を考慮しておらず、不当に推計値を低く算出している旨主

張する。すなわち、申請人らは、低周波音は、距離により減衰しにく

く、建物の壁や地面からの反射により増幅し、遮蔽物を回折して到達

する性質があるにもかかわらず、これを一切考慮せず、１/３オクター

ブバンド音圧レベルについても騒音レベルと同様の単純な距離減衰の

計算のみを行って敷地境界での音圧レベルを推計しており、減衰量が

過大に算出されていると主張する。 

また、申請人らは、低周波音は波長が長く、一般的な日本の木造家

屋の外壁や窓ガラスではほとんど遮音されずに室内に到達する性質が

あるにもかかわらず、これを一切考慮せず、敷地境界での推計値から

家屋内外の音圧レベル差を考慮して申請人宅内に到達する音圧レベル

を推計しており、遮音性能が過大に考慮されていると主張する。 

さらに、申請人らは、低周波音は、室内で音波の反射が繰り返され

て定在波が発生するとともに、木造家屋固有の共振周波数と共鳴現象

を起こし、増幅する性質があるにもかかわらず、公調委の推計ではこ

れを一切考慮せず、申請人宅内に到達する音圧レベルを算出しており、

推計値が不当に低く算出されていると主張する。 

b しかしながら、低周波音は可聴音に比べて減衰しにくい性質を有する

が、減衰そのものがなくなるわけではない。また、低周波音は、建物

の外壁や地面からの反射の影響を受けるが、反射により常に音圧レベ

ルが上昇するわけではなく、直達波と反射波との位相関係によって低

下する場合もある。さらに、低周波音は波長が長いため遮蔽物を回折

して回り込みやすい性質を有するものの、回折して到達した音の音圧
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レベルが上昇するわけではなく、通常は回折により一定の減衰を伴う。

したがって、反射による音圧レベルの上昇や回折による音の回り込み

は限定的な条件で生じるものであり、本件でこれらの事象が発生した

ことを裏付ける具体的な根拠は見当たらない。以上より、本件におい

て、距離減衰に基づいて音圧レベルを推計することが不合理であると

はいえない。 

低周波音の家屋内外音圧レベル差については、環境庁及び環境省の

調査結果があり、同調査結果は室内での定在波も考慮されている（職

３）。公調委の推計は、これに基づき、申請人宅が一般的な日本の木

造家屋であることを考慮した上で屋内に到達する低周波音を算出した

ものであり、申請人らの批判は当たらない。 

(ｳ) 軟弱地盤における低周波による音及び振動の増幅や固体伝搬音を考

慮していないこと 

申請人らは、本件では、被申請人宅敷地の地盤が軟弱であるため低周

波による音や振動が増幅されるとともに、本件機器からの音や振動が固

体伝搬音として被申請人宅の壁及び敷地を通じて直接申請人宅内に到達

するという特別な事情があるにもかかわらず、これを一切考慮せず、申

請人宅内に到達する騒音レベル及び１/３オクターブバンド音圧レベル

の推計をしているため、推計値が不当に低く算出されていると主張する。 

しかしながら、低周波音は可聴域における一般的な騒音に比べて地表

面吸収、空気吸収による音の超過減衰が小さい性質を有することから、

地表面吸収を考慮しないことが直ちに不合理であるとはいえない。また、

仮に被申請人宅敷地の地盤が軟弱であったとしても、地盤が軟弱である

ことにより低周波音が増幅されるとの見解が、現時点において専門的・

科学的知見として広く受け入れられていることを裏付ける資料は確認で

きない。 
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ウ 申請人測定と公調委の推計との矛盾について 

申請人らは、八王子市測定１、八王子市測定２、ｄ測定及び申請人測定

の結果に基づき、都条例や心身に係る苦情に関する参照値を超過する数値

が測定されたと主張する。 

まず、申請人測定の結果（甲２）は申請人宅内で騒音レベルの測定を行

ったものであるが、記録されている測定値のうち、瞬時値（LAF）の測定値

を評価に用いることは相当でない。等価騒音レベル（LAeq）の測定値につ

いては、申請人宅内で４３.６～５８㏈を記録しているが、仮にこれが本件

機器からの音であるとした場合、窓を閉めた状態での平均的な建物の防音

性能は２５㏈程度であるから、屋外で６８.６～８３㏈程度もの非常に大き

にわ

な騒音が発生していることになり、本件機器からの騒音であると俄かには

考え難い。他方で、測定の状況が明らかではなく、果たして本件機器から

の音が正確に測定されたものか疑問が残ると言わざるを得ない。 

次に、申請人測定の結果（甲４、１３、１４、２０の１及び２、４１、

５８、５９、７２、７３）は、申請人宅内外で１/３オクターブバンド音圧

レベルの測定が行われたものであり、複数個所で心身に係る苦情に関する

参照値を超えた数値が記録されているものの、被申請人宅から遠い地点の

数値が被申請人宅に近い地点の数値より高いところも散見される上に、本

件機器の稼働状況も含めて測定の状況が明らかではないことから、本件機

器からの音が正確に測定されているとは断じ難い。 

他方で、申請人らの提出する八王子市測定１（甲３）、八王子市測定２

（甲２１、６０）及びｄ測定（甲１０）は、申請人宅内外で１/３オクター

ブバンド音圧レベルの測定が行われたものであり、この測定結果と低周波

音による心身に係る苦情に関する参照値との比較は、別紙６のとおりであ

る（職４）。これによれば、上記の測定結果は、４０Hz、５０Hz、６０Hz

帯域などの１/３オクターブバンド音圧レベルで公調委測定及び分析のそ
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れとピークが似ており、全体として本件機器からの音が測定されていると

考えて矛盾しないが、いずれも心身に係る苦情に関する参照値を下回って

おり、かえって公調委測定の結果及びこれに基づく推計の信用性を裏付け

るものとなっている。 

２ 本件機器の稼働と申請人らの主張する被害との因果関係の有無について 

⑴  因果関係の有無について 

申請人らは、本件機器の稼働により低周波音及び高周波音を含む騒音並び

に振動が発生し、これによって日常生活を送ることが困難になり、頭痛、不

眠症等の健康被害が発生したと主張する。なお、申請人らは本件機器の稼働

によって振動が発生した旨主張しているので、低周波音に起因する振動を主

張するものと解される。 

本件機器の稼働状況については両当事者の主張に相違があるが、以下にお

いては、仮に申請人らの主張に沿う形で全機器が常時稼働した場合に申請人

宅に及ぼし得る騒音及び低周波音の影響について判断する。 

本件機器の稼働によって発生する騒音について検討すると、申請人宅内に

到達する騒音（等価騒音レベル）の推計値は、前記１⑵アのとおり、現配置

では、全機器稼働時でも騒音影響に関する屋内指針をいずれも十分に下回る

レベルである。同推計値は、当初配置においては、窓閉めの場合は、騒音影

響に関する屋内指針をいずれも十分に下回るレベルであり、窓開けの場合は、

会話影響に関する屋内指針を十分に下回るレベルであるものの、睡眠影響に

関する一般地域の屋内指針を３.１㏈超過する。もっとも、この評価に用いた

推計値（申請人宅北壁の推計値から家屋内外のレベル差に関する知見を参照

して算出されたもの）は、本件機器の出力が最も大きくなると想定される種

類の運転で稼働させ、設定温度は被申請人らによる通常の設定の中で最も高

い温度を採用し、この条件下で全機器を同時に稼働させるといった実際の稼

働状況よりも厳しい想定の下における推計値であり、窓閉めの場合には騒音
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影響に関する屋内指針を十分に下回る値となることも踏まえると、実際に夜

間に騒音が上記のレベルで申請人宅内に到達する機会は限られているとみる

べきである。さらに、申請人らの寝室は、いずれも被申請人宅と反対側（南

側）の２階に位置している（前提事実⑵ア）ため、実際に寝室に到達する騒

音（等価騒音レベル）は、上記の推計値からさらに減衰すると考えられる。

加えて、敷地境界（地点①）における実測値をみると、本件機器が全て稼働

した場合と全て停止した場合との騒音（等価騒音レベル）の差は、両者の違

いがおおむね区別できる程度の差にとどまり、本件機器の稼働に伴う顕著な

騒音レベルの増加は認められない。そうすると、上記の超過を考慮しても、

全体として見れば、本件機器の稼働により申請人宅内に到達する騒音のレベ

ルは、日常生活や睡眠影響について問題のないレベルであると認められる。 

本件機器の稼働によって発生する低周波音及び振動について検討すると、

申請人宅内に到達する１/３オクターブバンド音圧レベルの推計値は、前記

１⑵イのとおり、現配置及び当初配置で全機器が稼働した場合のいずれの場

合でも、全ての周波数帯域の音圧レベルが、物的苦情に関する参照値及び心

身に係る苦情に関する参照値を十分に下回るとともに、睡眠影響の出始める

レベルとして報告されている音圧レベルも下回っており、日常生活や睡眠影

響について問題のないレベルであると認められる。 

本件機器の稼働によって発生する高周波音について検討すると、前記１⑵

ウのとおり、２０００Hz帯域以上の高周波数帯域について、全体として顕著

な卓越成分があったとは認められず、日常生活や睡眠影響について問題のな

いレベルであると認められる。 

以上によれば、本件機器の稼働によって発生する低周波音及び高周波音を

含む騒音並びに振動は、現配置及び当初配置の全ての期間を通じて、日常生

活や睡眠に支障を生じさせる程度のレベルで申請人宅に到達しているとは認

められず、また、その他に本件機器から発生する低周波音及び高周波音を含
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む騒音並びに振動が、申請人宅内に日常生活や睡眠に支障を生じさせる程度

のレベルで到達していることを認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件機器の稼働によって、申請人らの主張する日常生活への

支障や健康被害が生じたとは認められない。 

⑵  申請人らの主張に対する判断 

申請人らは、本件機器からの低周波音及び高周波音を含む騒音並びに振動

によって、申請人らに健康被害が生じたとして、以下の指摘をするが、これ

らはいずれも上記の判断を左右するものではない。  

ア  純音成分による健康への影響 

(ｱ)  申請人らは、次のとおり、本件機器からは純音成分を含む騒音が発生

しているため、本件においてはＦＦＴ分析による詳細な純音成分の解析

が必要であり、申請人らには純音成分を含む騒音による健康被害が発生

している旨主張する。 

ａ 本件機器からの音による被害は、低周波音に起因する生理的・心理

的影響のみならず、特定の周波数における突出する純音成分（ピー、

うな

キーンという音や唸り音）に起因する特有の生理的被害であり、純音

成分が含まれる騒音は、ＩＳＯ１９９６や一部の騒音評価法では、実

際の音量よりも５～６㏈以上厳しく評価すべきとされている。純音成

分は、騒音レベル及び１/３オクターブバンド音圧レベルの分析のみで

は、特定の周波数帯域における卓越成分が帯域幅全体の平均値として

処理されるため、見落とされる可能性がある。したがって、本件にお

いては、ＦＦＴ分析による詳細な純音成分の解析が必要である。 

ｂ 申請人らが本件機器からの音による被害を感じた際に記録した動画

等の音声データを、ｆ教授が作成した周波数解析用プログラムで解析

した結果（甲１８、４０、７２、７３、１０８、１１０、１１１）に

よれば、全てのデータにおいて１６.５kHz帯域で突出した純音成分が
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認められるほか、一部において４.７５kHz帯域や１４.２５kHz帯域で

突出した純音成分が確認できる。このように特定の周波数のエネルギ

ーが集中する純音成分が定期的に発生する場合、その原因は、自然音

や一般的な住宅街の環境音ではなく、特定の電子機器（インバーター）

特有のものであるとされているから、上記の純音成分は、本件機器（特

に１６.５kHz帯域は太陽光発電システム）からの音である。 

公調委測定においても、測定条件別・測定地点別の１／３オクター

ブバンド音圧レベルの分析データ（職２・６１頁以下）によれば、床

暖房単体稼働（実際にはエコキュートも同時稼働）時における床暖房

室外機付近（地点⑦）の測定値の卓越成分として、１６kHz帯域で４１.

７㏈が記録されている。 

純音成分が含まれる騒音の場合、脳が順応できずに偏桃体が反応し

よう

て交感神経が優位になり続け、ストレスや疲労が蓄積し、睡眠を執拗

に阻害されるといった特有の被害が現れる。上記のとおり、本件機器

からは純音成分を含む騒音及び振動が発生しており、本件機器が稼働

き

してから申請人らに耳の痛み・動悸・頭痛、不眠症等の自律神経への

影響を示す症状が現れ始め、申請人らが申請人宅から避難すると症状

が回復したことを踏まえれば、申請人らの被害は純音成分に起因する

特有の生理的被害であり、被害の原因は、本件機器から発生する騒音

及び振動である。 

(ｲ) 申請人らの上記主張は、次のとおり、理由がない。 

ａ ＦＦＴ分析は、全周波数帯域で同じバンド幅で分析し、分解能がよ

いことから、騒音発生の原因を調べる観点では適切であるとされるが、

騒音の評価においては人間の聴覚特性との対応関係が重要であり、こ

れに対応するものとして１／３オクターブバンド分析が一般的な評価

手法として広く使われている。本件における申請人らの苦情内容に鑑
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みると、公調委測定において、１／３オクターブバンド分析を採用し

たのは相当であり、本件においてＦＦＴ分析をして純音成分を解析す

る必要があるとはいえない。 

ｂ 純音成分が不快感を増加させる要因となり得ることを指摘する研究

は存在しているものの、純音成分を含む騒音が、耳の痛み、動悸、頭

痛、不眠症等を引き起こすかどうかについては、なお科学的知見が十

分に確立しているとはいえない。したがって、本件の騒音に純音成分

が含まれているとしても、そのことから直ちに健康被害を生じさせる

程度のものであると認めることはできない。 

そもそも、申請人らによる音声データの解析結果（甲１８、４０、

７２、７３、１０８、１１０、１１１）は、相対音圧レベルで表示さ

れているため、この解析結果をもって、申請人らに健康被害が生じる

ほどの純音を含む騒音が発生しているかどうかについて評価すること

はできない。 

イ 公調委測定の結果及び推計の現実的妥当性の欠如 

申請人らは、公調委測定は外気温１５℃と比較的温暖で、暗騒音が非常

に高い昼間に行われたが、真夏や真冬は本件機器への負荷が大きくより大

きな騒音及び振動が発生し、夜間は暗騒音が少なく本件機器の影響がより

顕著になるため、実際には公調委測定の結果よりも大きな騒音及び振動が

発生していると主張する。 

また、申請人らは、本件機器のうち被申請人宅西側に設置されているも

のから発生する騒音及び振動は、申請人宅の台所の窓から最も大きいレベ

ルで到達し、ロスガードの排気口から発生する騒音及び振動は、２階のト

イレ付近から最も大きいレベルで到達しており、公調委測定における敷地

境界の測定地点（地点①及び地点②）は、騒音が最も大きいレベルで到達

する地点ではなく、実際には公調委の推計値よりも大きな騒音及び振動が
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申請人宅内に到達しているとも主張する。 

しかしながら、既に述べたとおり、公調委測定の実施日は、床暖房の稼

働時期も考慮すべきとの申請人らの要望を容れて約半年前に実施日を決め

たものであり、実施日が現地における通常の気候から各段に異様なもので

あるとは認められない。加えて、既に述べたように、公調委測定の結果に

基づく推計は、実際の稼働実態より厳しい想定の下で推計を行っており、

これが現実を過小評価しているとはいえない。 

また、騒音及び低周波音の測定においては、発生源近傍及び敷地境界の

双方で測定することが通常の方法であり、公調委測定における測定地点の

選択は合理的である。公調委の推計においては、推計値と実測値の比較も

行い、推計値と実測値の矛盾もみられないことから（職３）、推計値は妥

当なものであるといえる。 

ウ 本件機器の稼働による背景騒音の２倍以上の音エネルギーの到達 

申請人らは、公調委測定の結果を前提としても、測定条件別・測定地点

別の１／３オクターブバンド音圧レベルの分析データ（職２・６１頁以下）

によれば、全機器稼働停止時における敷地境界（地点①）の測定値（１６

kHz帯域で９.５㏈）と床暖房室外機の単体稼働時における敷地境界（地点

①）の測定値（１６kHz帯域で１２.７㏈）とを比較すれば、少なくとも床

暖房の稼働によって、３.２㏈もの差が生じており、背景騒音よりも２倍以

上の音のエネルギーが敷地境界に到達しており、申請人らの健康被害に影

響を及ぼしていると主張する。 

１６kHz帯域における１／３オクターブバンド音圧レベルの測定値につ

いて、全機器稼働停止時における敷地境界（地点①）の測定値と床暖房稼

働（エコキュートも稼働）時の測定値の差が３．２dBであることは申請人

らが指摘するとおりである。しかし、上記３．２dBの差は、床暖房稼働時

の１６kHz近傍の音響エネルギーが、全機器停止時に対して約２倍である
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ことを示すのみである。また、１６kHz付近の最小可聴値は４０dB程度とさ

れているところ、公調委測定の測定値はいずれもこれを大きく下回ってい

た。このため、当該測定値が明瞭に知覚される水準にあることを示すもの

とはいえない。 

エ 心身に係る苦情に関する参照値を下回る場合でも被害が生じること 

申請人らは、公調委測定の結果を前提としても、心身に係る苦情に関す

る参照値は、一般成人の１０パーセントタイル値（許容値を上回る人が１

０％にとどまる値）を採用した目安に過ぎず、消費者安全調査委員会「消

費者安全法第２３条第１項に基づく事故等原因調査報告書－家庭用ヒート

ポンプ給湯機から生じる運転音・振動により不眠等の健康症状が発生した

との申出事案－」（平成２６年１２月１９日）によれば「参照値以下であ

っても、稼働との相関があれば低周波音の影響を否定できない」と報告さ

れ、日本弁護士連合会「低周波音被害について医学的な調査・研究と十分

な規制基準を求める意見書」(平成２５年１２月２０日)によれば低周波音

への感覚が鋭敏な１０％の人々は参照値以下でも低周波音による明確な被

害を受けていると報告されているから、公調委測定の結果、申請人宅内に

到達する低周波音の１／３オクターブバンド音圧レベルが参照値を下回る

ことをもって、本件機器から発生している低周波音及び高周波音を含む騒

音並びに振動と申請人らの健康被害との間に因果関係がないと判断するこ

とは誤りであると主張する。 

環境省による「低周波音問題対応の手引書」（平成１６年６月）におけ

る心身に係る苦情に関する参照値は、規制基準ではなく、苦情の申立てが

発生した際に、その原因が低周波音によるものかを判断する目安として示

いき

されたものである。同参照値は、最小感覚閾値の実験や苦情事例、その他

の知見を踏まえて設定された参考指標であり、低周波音に係る苦情との関

連性を検討する上で、一定の合理性を有する指標であるといえる。本件で
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は、同参照値と申請人宅内に到達する１／３オクターブバンド音圧レベル

が同参照値を下回る程度や睡眠影響の出始めるレベルとして報告されてい

る音圧レベルとの比較も考慮して因果関係の有無を判断しており、単に同

参照値を下回ることのみをもって判断しているものではない。 

第４ 結論 

以上によれば、申請人らの本件裁定申請は、いずれも理由がないからこれを

棄却することとし、主文のとおり裁定する。 

 

令和８年６月１日 

公害等調整委員会裁定委員会 

 

 

裁定委員長   永   野   厚   郎 

 

裁 定 委 員   北   窓   隆   子 

 

裁定委員大瀧敦子は、差支えがあるため署名押印することができない。 

 

裁定委員長   永   野   厚   郎 

 

 

※裁定文中の別紙１、２及び６は省略  
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別紙３ 
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別紙４ 

 

測定条件別・測定地点別の騒音レベルの値 

 

  

表１ 測定条件・測定地点別の騒音レベル［単位：㏈］ 

測定条件 測定地点 等価騒音レベル 

LAeq 

時間率騒音レベル 

LA5 LA50 LA95 

最大値 

LAmax 

(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 41.3  44.3  41.0  37.7  49.6  

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 45.4  47.3  45.1  42.0  49.7 
地点②（敷地境界西側付近） 46.7  49.0  46.4  44.0  51.3 

 

 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 42.4  44.3  42.3  40.1  45.8 
地点③（２Fエアコン室外機付近） 41.8  43.5  41.7  39.8  44.9 

 

 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 40.7  42.0  40.7  39.3  43.8 
地点④（１Fエアコン室外機付近） 52.7  54.6  53.0  48.0  56.4 

 

 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 44.4  46.5  44.3  39.1  48.4 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 46.5  48.3  46.1  45.0  50.0 

 

 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 41.1  43.7  41.0  37.4  45.0 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 43.8  46.4  43.5  40.6  47.9 

 

 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 42.1  44.5  41.9  38.0  46.9 
地点⑦（床暖房室外機付近） 53.4  54.6  53.8  49.5  55.5 
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測定条件別・測定地点別の１／３オクターブバンド音圧レベルの値 

 

 

 

  

表２ 測定条件・測定地点別の１／３オクターブバンド音圧レベル［単位：㏈］ 

測定条件 測定地点 1/3オクターブバンド中心周波数（LZeq）（Hz） 

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 
(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 66.3 67.3 65.1 64.5 62.9 61.3 60.1 58.3 56.2 53.9 

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 62.4 60.9 59.9 58.7 57.4 55.9 54.8 56.9 50.6 49.8 
地点②（敷地境界西側付近） 56.3 54.7 53.8 53 52.4 50.7 48.7 51 46.9 46.9 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 62 60.7 62.1 60.9 58.2 57.8 54.1 52.9 51.1 50.3 
地点③（２F エアコン室外機付近） 50.6 51 48.8 44.6 44 43.6 43.1 45.3 44 46.6 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 55.4 57.3 55.8 55.8 54.3 51.9 49.2 48.2 45.5 47 
地点④（１F エアコン室外機付近） 53.8 51.7 49.8 48.6 46.9 45.9 45.2 52.4 45.8 48.6 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 63.2 60.8 59 58.9 58.6 56.9 54.4 54.1 52.1 50.3 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 53.8 52.3 51.5 50.2 49.3 48.8 46.5 49.6 45.3 47.3 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 43.3 42.9 44.2 41.6 40.7 41.4 42.1 48.9 44.6 46.2 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 62.8 61.4 61.6 61.4 59.7 60.5 58.2 57 55.1 53.2 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 42.4 43.2 41.9 40.9 40.2 40.8 41.6 47.6 43.6 46.2 
地点⑦（床暖房室外機付近） 46.6 46.2 46.1 44.4 43.2 42.7 43.1 49.9 44 47.5 

 

 

測定条件 測定地点 1/3オクターブバンド中心周波数（LZeq）（Hz） 

10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 
(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 53.7 55 55.5 52.7 51.4 51.5 51.3 49.9 45.2 40.5 

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 51.3 55.5 56.7 56.3 53.2 54.6 53.6 53.3 47.5 42 
地点②（敷地境界西側付近） 50.5 52.2 53 54.6 52.6 53 55.4 55 50.4 43 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 49.5 53 54.6 53.4 51.1 54.3 52.6 51.5 45.1 40.3 
地点③（２F エアコン室外機付近） 45.9 44.8 43.3 46.8 46.9 49.6 42.3 41.3 41.8 41 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 47.7 51.1 52.1 52.4 51.6 49.1 52.7 54.9 46.3 41.2 
地点④（１F エアコン室外機付近） 50.1 50.2 54.7 56 55.9 56.3 55.8 56.9 50 47.7 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 50.2 53.8 54.4 53.3 51.5 53.2 52.1 50 45.9 41.5 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 48.1 48.2 50.3 54.4 53.7 58.4 56.6 54.3 50.5 46 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 48.7 52.9 54.8 51.8 50.3 52.1 50.9 49.1 43.3 39.5 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 51.6 52.1 52.1 48.6 46.6 48.6 47.2 46.8 49.4 44.4 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 48.3 52.4 54 52 50.8 51.7 51.8 50.5 45.8 40.5 
地点⑦（床暖房室外機付近） 49.3 50.5 52.6 54.4 56.7 57.4 54.9 61.2 57 51.5 
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測定条件 測定地点 1/3オクターブバンド中心周波数（LZeq）（Hz） 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 
(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 38.8 35.5 36 34.9 35.2 34.6 33.5 33.4 33.9 34.2 

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 41.6 39.5 39.4 36.7 39.3 37.7 37.8 35.8 36 36.1 
地点②（敷地境界西側付近） 41.2 39.8 39.9 39.8 37.9 41.6 43.1 38.3 37.7 38.1 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 39.2 37.5 36.7 35.5 37 36.2 35.4 35.3 35.9 35.9 
地点③（２F エアコン室外機付近） 44.4 39.8 38.7 38 37.2 35.5 34.2 34 35.5 35 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 40.4 37.8 36.5 35.4 36 34.5 33.4 33.6 32.9 33.2 
地点④（１F エアコン室外機付近） 48.2 48.7 48.7 49.3 46.4 44.4 48.6 45.9 44.3 45.1 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 40.4 38.7 38.1 36 37.8 36.5 36.4 34.2 34.4 34.4 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 48.1 44 45.7 41.3 39.7 40 43 37.7 37.3 39.1 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 36.3 35.4 36.3 34.4 37 34.3 34 33.1 33 33.5 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 40.5 39.2 39.6 39 39.3 37.5 36 36 36.3 36.1 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 38.4 36.7 38.8 35.7 36.8 35.4 34.4 34 33.7 33.9 
地点⑦（床暖房室外機付近） 53.9 54.3 53 44.6 44.8 46 47 44.5 45.1 44.3 

 

 

測定条件 測定地点 1/3オクターブバンド中心周波数（LZeq）（Hz） 

１k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 
(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 33.1 30.9 28.2 25.5 23.4 23.4 24.4 20.9 19.6 20.5 

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 35.4 33.9 32 33.6 34.6 31.9 28.6 26 29.1 28.6 
地点②（敷地境界西側付近） 38 36.4 34.8 32.5 30.1 28.5 27.8 24.4 21.9 20.5 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 34.3 31.7 28.3 25.1 22.3 21.1 21.4 16.5 12.9 11 
地点③（２Fエアコン室外機付近） 33.2 30.3 27.1 24 21.6 22.4 24 18.3 15 16.8 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 31.7 29.4 28.5 25.1 22.5 23.3 23.3 17.9 13.1 10.6 
地点④（１F エアコン室外機付近） 42.4 41.9 41.7 38.5 35.7 32.2 30.5 29.1 27.1 24.5 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 33.6 32.7 30.9 33.3 34 31.5 27.4 26 29 30 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 35.2 35.2 35.4 31.4 28 27.2 26.3 25.3 23.2 21.7 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 32.8 31.3 29.3 26.2 23.6 21.5 21.2 17.5 13.3 11.5 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 35.5 34.2 31.7 28.9 25.5 23.7 23.4 18.8 13.5 11.2 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 33.9 32.4 30.4 28.1 25.8 24.6 25.2 21.1 14.5 11 
地点⑦（床暖房室外機付近） 44.7 43.1 42.4 41.2 37.7 34.7 32.4 29.5 26 22.5 
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測定条件 測定地点 1/3 オクターブバンド中心周波数（LZeq）（Hz） 

10k 12.5k 16k 20k 
(1)全機器稼働停止 

１４：１０：０５～１４：２６：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 10.4 9.2 9.5 7 

(2)全機器稼働（太陽光発電設備を除く。） 

１４：３５：００～１４：４１：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 28.1 28.6 24.6 17.7 
地点②（敷地境界西側付近） 17.6 16.6 19.6 8.9 

(3)２Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：１２：００～１５：１８：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 9.8 9.2 9.7 7.1 
地点③（２F エアコン室外機付近） 11.3 9.9 10.1 7.3 

(4)１Ｆエアコン稼働（エコキュートも稼働） 

１５：２２：５０～１５：２９：０５ 

地点①（敷地境界中央付近） 9.8 9.4 9.9 7.1 
地点④（１F エアコン室外機付近） 23.7 25.2 25.1 16.7 

(5)エコキュート稼働 

１５：３４：００～１５：３９：００ 

地点①（敷地境界中央付近） 28.9 29.1 24.5 18.4 
地点⑤（エコキュートヒートポンプユニット付近） 20.8 19.7 19.1 16.9 

(6)ロスガード稼働（エコキュートも稼働） 

１５：５０：０５～１５：５５：１０ 

地点①（敷地境界中央付近） 10.4 9.8 9.8 7.2 
地点⑥（ロスガード排気口付近） 9.8 9 9.8 6.9 

(7)床暖房稼働（エコキュートも稼働） 

１６：０１：１０～１６：０７：２０ 

地点①（敷地境界中央付近） 9.7 9.9 12.7 7.2 
地点⑦（床暖房室外機付近） 22.9 33.2 41.7 20.5 
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別紙５ 

ⅰ 敷地境界における等価騒音レベルと騒音に係る環境基準との比較（単位:㏈） 

 敷地境界 申請人宅北壁 環境基準（昼間） 環境基準（夜間） 

現配置全機器稼働 44.7 42.9 55 45 

当初配置全機器稼働 50.4 48.1 55 45 

全機器停止 41.3 55 45 

 

ⅱ 敷地境界における等価騒音レベルと都条例１３６条に基づく騒音に関する日常

生活等に適用する規制基準との比較（単位：㏈） 

 

敷地境界 

午 前 ６ 時 から

午前 ８ 時まで

の間 

午 前 ８ 時 から

午後 ７ 時まで

の間 

午 後 ７ 時 から

午後１１時まで

の間 

午後１１時から

翌日午前６時

までの間 

現配置全機器稼働 44.7 40 45 40 40 

当初配置全機器稼働 50.4 40 45 40 40 

全機器停止 41.3 40 45 40 40 

 

ⅲ 申請人宅内における等価騒音レベルと屋内指針との比較（単位：㏈） 

 申請人宅

北壁 

申請人宅室

内（窓開け） 

申請人宅室

内（窓閉め）  

夜間  昼間 

 一般地域 道路に面

する地域 

現配置全機器稼働 42.9 32.9 17.9 35 40 45 

当初配置全機器稼働 48.1 38.1 23.1 35 40 45 

全機器停止  41.3 31.3 16.3 35 40 45 
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ⅳ 敷地境界における１/３オクターブバンド音圧レベルと低周波音による物的苦

情に関する参照値との比較（単位：㏈） 

中心周波数（Hz）  5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

現配置全機器稼働 53.4 51.4 49.8 49.2 51.9 52.5 51.5 50.0 52.3 50.8 50.0 47.1 42.4 

当初配置全機器稼

働 

54.1 51.8 50.5 50.5 52.7 54.1 54.7 53.8 57.4 55.8 56.5 52.7 47.3 

全機器停止 58.3 56.2 53.9 53.7 55.0 55.5 52.7 51.4 51.5 51.3 49.9 45.2 40.5 

参照値 70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99  －  － 

 

   

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80

現配置全機器稼働 当初配置全機器稼働 全機器停止 参照値

  



45 

 

ⅴ 申請人宅内（窓閉め）における１/３オクターブバンド音圧レベルと心身に係る

苦情に関する参照値との比較（単位：㏈） 

中心周波数（Hz）  5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

現配置全機器稼働 51.4 48.4 46.8 47.7 47.9 48.5 45.5 42.0 42.3 40.8 40.0 37.6 31.4 

当初配置全機器稼

働 

52.1 48.8 47.5 49.0 48.7 50.1 48.7 45.8 47.4 45.8 46.5 43.2 36.3 

全機器停止 56.3 53.2 50.9 52.2 51.0 51.5 46.7 43.4 41.5 41.3 39.9 35.7 29.5 

参照値 － － － 92 88 83 76 70 64 57 52 47 41 
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